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雌
の
14

同

同

同

同

玉
川
の
1

同

同

同

同

玉
川
の
2

同

同

同

同

下
戸
沢
の
2

同

同

同

同

上
戸
沢
の
2

同

同

同

同

上
戸
沢
の
3

同

同

同

同

権
現
原

同

同

同

同

中
小
野
の
1

同

同

同

同

中
小
野
の
2

同

同

同

同

中
小
野
の
3

同

同

同

同

中
小
野
の
4

同

同

同

同

大
平
の
2

同

同

同

同

大
平
の
3

同

同

同

同

大
平
の
4

同

同

同

同

大
平
の
5

同

同

同

同

大
平
の
6

同

同

同

同

菅
野
の
2

同

同

同

同

菅
野
の
3

同

同

同

同

清
風
台
別
荘
地
の

1

同

同

同

同

清
風
台
別
荘
地
の

2

同

同

同

同

菅
野
の
4

同

同

同

同

馬
場
沢
4

土
石
流

同

同

同

馬
場
沢
5

同

同

同

同

宮
の
前
沢
の
2

同

同

同

同

大
旅
川
の
2

同

同

同

同

戸
沢
の
2

同

同

同

同

戸
沢
の
4

同

同

同

同

法
能
沢

同

同

同

同

熊
井
戸
沢
の
2

同

同

同

同

菅
野
沢
4

同

同

同

同

菅
野
川

－
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同

同

同

同

土
沢
の
2

同

同

同



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
二
十
号
　
　
令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

六
五
二

第
一
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
運
転
者
が
通
行
さ
せ
る
自
動
車
そ
の
他
の
車
両

（
以
下
「
通
行
車
両
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
通
行
方
法
に
従
っ
て
当
公
社
の
有
料
道
路
の
料
金
の

徴
収
施
設
及
び
そ
の
付
近
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
通
行
方
法
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
法
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
一
年
建
設
省
令
第
十
八
号
）
第
十
三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
料
金
の
収
受
を
行
う
一
般
専
用
有
人
施
設
に
お
け
る
通
行
方
法
）

第
三
条
　
料
金
の
収
受
を
行
う
一
般
専
用
有
人
施
設
に
お
け
る
通
行
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

一　

通
行
車
両
は
、
確
実
に
係
員
が
料
金
の
収
受
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
当
該
係
員
が
当
該

収
受
を
行
う
場
所
に
近
接
し
た
場
所
（
停
止
す
べ
き
場
所
に
つ
い
て
当
該
係
員
の
指
示
又
は
標
識

そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
表
示
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
示
又
は
表
示
に
係
る
場
所
）
で
停
止
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

通
行
車
両
は
、
料
金
の
収
受
後
に
当
該
係
員
が
発
進
を
承
諾
す
る
ま
で
の
間
は
発
進
し
て
は
な

ら
な
い
。

（
閉
鎖
施
設
の
通
過
の
禁
止
）

第
四
条
　
通
行
車
両
は
、
閉
鎖
施
設
を
通
過
し
て
は
な
ら
な
い
。


